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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被験者の生体信号を基にしたバイタルサインと、前記被験者に照射した超音波の反射波
を基にした超音波画像と、を取得する生体情報モニタであって、
　前記被験者の情報を表示する表示部と、
　前記バイタルサインの情報を含むが前記超音波画像を含まない画面を前記表示部に表示
する第１モードと、前記バイタルサインの情報と前記超音波画像の双方を含む画面を前記
表示部に表示する第２モードと、を切り替える制御部と、
　を備える生体情報モニタ。
【請求項２】
　前記制御部は、所定のイベントが生じた場合または所定の条件を満たした場合に、前記
第１モードと前記第２モードを切り替える、
　請求項１に記載の生体情報モニタ。
【請求項３】
　前記制御部は、操作インターフェイスからの入力が生じた場合に、前記第１モードと前
記第２モードを切り替える、
　請求項２に記載の生体情報モニタ。
【請求項４】
　前記制御部は、前記超音波画像の取得に用いる超音波測定装置の着脱が生じた場合に、
前記第１モードと前記第２モードを切り替える、
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　請求項２に記載の生体情報モニタ。
【請求項５】
　前記制御部は、前記超音波画像の取得に用いる超音波測定装置から送信される反射波信
号又は前記超音波画像に基づいて、前記第１モードと前記第２モードを切り替える、
　請求項２に記載の生体情報モニタ。
【請求項６】
　前記制御部は、前記バイタルサインが所定の悪化状態であるか否かに応じて、前記第１
モードと前記第２モードを切り替える、
　請求項２に記載の生体情報モニタ。
【請求項７】
　前記制御部は、前記第１モードと前記第２モードの切り替えを抑止する設定がされてい
る場合、前記第１モードと前記第２モードの切り替えを行わない、
　請求項１～請求項６のいずれか１項に記載の生体情報モニタ。
【請求項８】
　前記制御部は、前記第２モードの際に前記バイタルサインに関する設定を禁止する、
　請求項１～請求項７のいずれか１項に記載の生体情報モニタ。
【請求項９】
　前記制御部は、前記第１モードの際に前記超音波画像に関する設定を禁止する、
　請求項１～請求項８のいずれか１項に記載の生体情報モニタ。
【請求項１０】
　被験者の生体信号を基にしたバイタルサインと、前記被験者に照射した超音波の反射波
を基にした超音波画像と、を取得する生体情報モニタであって、
　前記バイタルサインの情報及び前記超音波画像の少なくとも一方を含む画面を表示する
表示部と、
　前記表示部への表示制御を行う制御部と、を備え、
　前記制御部は、所定イベントが生じた場合に前記バイタルサインの各々の測定値を測定
波形に比べて優先的に表示するように前記画面のレイアウトを変更する、生体情報モニタ
。
【請求項１１】
　被験者の生体信号を基にしたバイタルサインと、前記被験者に照射した超音波の反射波
を基にした超音波画像と、を取得する生体情報モニタであって、
　前記バイタルサインの情報及び前記超音波画像の少なくとも一方を含む画面を表示する
表示部と、
　前記表示部への表示制御を行う制御部と、を備え、
　前記制御部は、所定イベントが生じた場合に前記バイタルサインの各々に対して設定さ
れた優先度に基づいて前記画面のレイアウトを変更する、生体情報モニタ。
【請求項１２】
　被験者の生体信号を基にしたバイタルサインと、前記被験者に照射した超音波の反射波
を基にした超音波画像と、を取得する生体情報モニタであって、
　前記バイタルサインの情報及び前記超音波画像の少なくとも一方を含む画面を表示する
表示部と、
　前記表示部への表示制御を行う制御部と、を備え、
　前記制御部は、所定イベントが生じた場合に所定の異常状態となっている前記バイタル
サインを優先的に表示するように前記画面のレイアウトを変更する、生体情報モニタ。
【請求項１３】
　前記所定イベントは、前記超音波画像の表示サイズまたは表示位置の変更が生じたこと
、または前記バイタルサインが所定の悪化状態となったこと、である、
　請求項１０～１２のいずれか１項に記載の生体情報モニタ。
【請求項１４】
　被験者に照射した超音波の反射波を受信する超音波測定装置と、
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　前記被験者の生体信号を基にしたバイタルサインを取得すると共に、及び前記反射波を
基にした超音波画像を取得する生体情報モニタと、を備え、　
　前記生体情報モニタは、
　前記被験者の情報を表示する表示部と、
　前記バイタルサインの情報を含むが前記超音波画像を含まない画面を前記表示部に表示
する第１モードと、前記バイタルサインの情報と前記超音波画像の双方を含む画面を前記
表示部に表示する第２モードと、を切り替える制御部と、
　を備える、生体情報測定システム。
【請求項１５】
　被験者の生体信号を基にしたバイタルサインと、前記被験者に照射した超音波の反射波
を基にした超音波画像と、を取得する生体情報モニタで使用するプログラムであって、
　前記生体情報モニタに、
　前記被験者の情報を表示する表示ステップと、
　前記バイタルサインの情報を含むが前記超音波画像を含まない画面を表示する第１モー
ドと、前記バイタルサインの情報と前記超音波画像の双方を含む画面を表示する第２モー
ドと、を切り替える制御ステップと、
　を実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は生体情報モニタ、生体情報測定システム、及びプログラムに関し、特にバイタ
ルサイン及び超音波画像を扱う生体情報モニタ、生体情報測定システム、及びプログラム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　被験者の状態を把握するための情報として各種のバイタルサイン（血圧、体温、呼吸、
脈拍数、動脈血酸素飽和度、等）が広く利用されている。また被験者の胸部や腹部等の状
態を把握するために超音波検査装置が用いられている。
【０００３】
　近年、バイタルサインの測定と超音波診断を同時に行う技術が提案されている。例えば
特許文献１では、生体情報モニタに対して超音波トランスデューサを接続可能なシステム
が開示されている（特許文献１のＦｉｇ．１）。当該システムは、超音波トランスデュー
サが取得した超音波画像と被験者の生体パラメータ（バイタルサイン）の双方を同時に処
理することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第２００９／１３８９０２号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　生体情報モニタは、種々のバイタルサインの情報（例えば血圧、脈拍、呼吸数、体温、
動脈血酸素飽和度、等）を画面上に表示している。また上述のように各種のバイタルサイ
ンに加えて超音波画像を表示する構成も提案されている。これにより、生体情報モニタの
表示画面上に表示する情報は非常に多くなる。そのため、必要かつ多すぎない情報を画面
上に表示することが重要となる。特に超音波画像は、被験者の腹部や胸部の状態を把握す
るために有用であるものの、画面サイズを大きく必要としてしまうため表示に工夫がいる
。
【０００６】
　本発明は上記の事情を鑑みてなされたものであり、超音波画像とバイタルサインを同時
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に表示可能な構成において、ユーザにとって適切な画面を提供することが可能な生体情報
モニタ、生体情報測定システム、及びプログラムを提供することを主たる目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明にかかる生体情報モニタの一態様は、
　被験者の生体信号を基にしたバイタルサインと、前記被験者に照射した超音波の反射波
を基にした超音波画像と、を取得する生体情報モニタであって、
　前記被験者の情報を表示する表示部と、
　前記バイタルサインの情報を含むが前記超音波画像を含まない画面を前記表示部に表示
する第１モードと、前記バイタルサインの情報と前記超音波画像の双方を含む画面を前記
表示部に表示する第２モードと、を切り替える制御部と、
　を備える、ものである。
【０００８】
　制御部は、バイタルサインの情報を表示する第１モードと、超音波画像を表示する第２
モードと、を切り替える。すなわち表示部にはバイタルサインの情報が表示される画面と
、超音波画像が表示される画面と、が切り替えられて表示される。ユーザは、両画面を参
照することによりバイタルサインの情報と超音波画像の双方を参照することができる。ま
た表示切り替えが生じることにより、第１モードの表示画面と第２モードの表示画面に情
報を分散することができる。これにより１画面内に表示される情報が過多となる状態を回
避することができる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明は、超音波画像とバイタルサインを同時に表示可能な構成において、ユーザにと
って適切な画面を提供できる生体情報モニタ、生体情報測定システム、及びプログラムを
開示する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施の形態１にかかる生体情報測定システム１の外観構成例を示す図である。
【図２】実施の形態１にかかる生体情報測定システム１の内部構成を示すブロック図であ
る。
【図３】実施の形態１にかかる第１モードの画面と第２モードの画面の一例を示す図であ
る。
【図４】実施の形態２にかかる表示画面の一例を示す図である。
【図５】実施の形態３にかかる表示画面の一例を示す図である。
【図６】実施の形態３にかかるレイアウト変更の一例を示す図である。
【図７】実施の形態３にかかるレイアウト変更の一例を示す図である。
【図８】実施の形態３にかかるレイアウト変更の一例を示す図である。
【図９】実施の形態３にかかるレイアウト変更の一例を示す図である。
【図１０】実施の形態３にかかるレイアウト変更の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
＜実施の形態１＞
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。図１は、本実施の形態に
かかる生体情報測定システム１の外観構成を示す概念図である。生体情報測定システム１
は、生体情報モニタ１０及び超音波測定装置２０を有する。なお図示しないものの生体情
報モニタ１０は、ケーブル線Ｃ１やＣ２を介してセンサ３０（後述）とも適宜接続する。
【００１２】
　生体情報モニタ１０は、被験者に接続された各種のセンサ３０（図２において後述）か
ら取得した生体信号を基に、各種のバイタルサインを測定する。ここで被験者に接続され
るセンサ３０は、バイタルサインの測定に用いる各種のセンサである。例えばセンサ３０
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は、血圧測定に用いるカフ、心電図測定等に用いる電極（ディスポ電極、クリップ電極、
等）、ＳｐＯ２プローブ、呼吸測定用のマスク、等を含む。なおセンサ３０は、侵襲的な
手法で生体信号を取得する者であってもよい。また測定対象となるバイタルサインは、例
えば血圧、体温、呼吸数、動脈血酸素飽和度、心電図、脈拍数、等から構成される。生体
情報モニタ１０は、ベッドサイドモニタ、携帯型の医用テレメータ、心電図等の測定機能
付きの除細動器、等を含む概念である。すなわち生体情報モニタ１０は、バイタルサイン
を測定して表示する種々の医療装置と解釈できる。以下の説明では、生体情報モニタ１０
がいわゆるベッドサイドモニタであるものとして説明を行う。
【００１３】
　生体情報モニタ１０は、各種のセンサ３０と接続する接続口（例えばコネクタの差込口
）を有する。超音波測定装置２０は、当該接続口に着脱可能な装置である。超音波測定装
置２０は、被験者の生体に探触子２１（後述）を接触させることにより、被験者の生体内
部の超音波画像を取得する。超音波測定装置２０は、ユーザ（主に医師）が把持可能な重
量及び大きさの装置であり、一般的な超音波診断装置のプローブヘッドにケーブルが接続
したような形態である。
【００１４】
　なお超音波測定装置２０は、生体情報モニタ１０と接続可能な構成であればよい。すな
わち超音波測定装置２０は、図示するような有線接続に限られず、無線接続によって生体
情報モニタ１０とデータ送受信を行ってもよい。
【００１５】
　続いて図２を参照して、生体情報測定システム１の電気的な構成について説明する。図
２は、生体情報測定システム１の電気的な構成に着目したブロック図である。センサ３０
は、上述のように被験者の生体に接続（例えば貼付）されるバイタルサイン用のセンサで
ある。
【００１６】
　生体情報モニタ１０は、入力インターフェイス１１、通信部１２、操作部１３、制御部
１４、スピーカ１５、表示部１６、及び記憶部１７を有する。明示しないものの生体情報
モニタ１０は、内部電源等も適宜備える。
【００１７】
　入力インターフェイス１１は、上述の接続口及びその周辺回路等である。入力インター
フェイス１１は、センサ３０及び超音波測定装置２０から受信した信号を制御部１４に供
給する。また入力インターフェイス１１は、生体情報モニタ１０からセンサ３０または超
音波測定装置２０に対して信号を送信する。後述するが、生体情報モニタ１０は超音波測
定装置２０から超音波画像（または超音波画像の基となる受信信号）を受信する。
【００１８】
　通信部１２は、他の装置（例えばセントラルモニタ）とのデータの送受信を行う。通信
部１２は、例えば無線ＬＡＮ（Local Area Network）等にかかる通信規格を満たすもので
あれば良い。なお通信部１２は、有線ケーブルを用いて通信処理を行ってもよい。
【００１９】
　ユーザ（主に医師）は、操作部１３を介して生体情報モニタ１０に対する入力を行う。
操作部１３は、例えば生体情報モニタ１０の筐体上に設けられたボタン、つまみ、回転型
セレクター、キー、等である。操作部１３を介した入力は、制御部１４に供給される。
【００２０】
　スピーカ１５は、アラームをはじめとする各種の報知音を出力する。スピーカ１５は、
制御部１４の制御に応じて報知を行う。
【００２１】
　表示部１６は、生体情報モニタ１０の筐体上に設けられたディスプレイ及びその周辺回
路等である。表示部１６は、被験者の各種の情報を表示する。より詳細には表示部１６は
、制御部１４の制御に応じて各種のバイタルサインの情報（波形や測定値）、設定画面、
等を表示する（図１参照）。また表示部１６は、制御部１４の制御に応じて超音波画像の
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表示も行う。制御部１４による表示制御については、図３等を参照して後述する。
【００２２】
　なお操作部１３と表示部１６は、一体となった構成（いわゆるタッチパネルのような構
成）であってもよい。
【００２３】
　記憶部１７は、制御部１４が使用する各種のプログラム（システムソフトウェア、及び
各種のアプリケーションソフトウェアを含む）やデータ（血圧やＳｐＯ２等の測定値や設
定値、後述の超音波画像等を含む）を記憶する。制御部１４は、記憶部１７からのプログ
ラムやデータの読み出しを適宜行う。また制御部１４は、記憶部１７へのデータの書き込
みを適宜行う。記憶部１７は、生体情報モニタ１０内に設けられた二次記憶装置であり、
例えば生体情報モニタ１０内に設けられたハードディスクである。なお記憶部１７は、生
体情報モニタ１０に内蔵されている場合に限られず、生体情報モニタ１０に着脱可能な構
成（例えば生体情報モニタ１０に着脱可能なＵＳＢ（Universal Serial Bus）メモリ等）
であってもよい。
【００２４】
　制御部１４は、生体情報モニタ１０の各種処理を行う処理部である。制御部１４は、Ｃ
ＰＵ（Central Processing Unit）及びその周辺回路から構成され、ソフトウェアまたは
ハードウェアによって動作を実現する。具体的には制御部１４は、センサ３０から取得し
た生体信号を基にしたバイタルサインの情報（血圧、ＳｐＯ２、体温等の波形や測定値）
の取得、バイタルサインの情報を基にしたアラームの鳴動制御、等を行う。
【００２５】
　また制御部１４は、被験者のモニタリング中に、バイタルサインの情報を含む画面を表
示部１６に表示する第１モードと、超音波画像の情報を含む画面を表示部１６に表示する
第２モードと、を切り替える。当該表示切り替えの詳細は、図３等を参照して後述する。
【００２６】
　続いて超音波測定装置２０の構成について説明する。超音波測定装置２０は、図１に示
したように生体情報モニタ１０に着脱可能な装置である。超音波測定装置２０は、いわゆ
るプローブに類する形状を有する。超音波測定装置２０は、探触子２１、制御部２２、及
び記憶部２３を有する。
【００２７】
　なお超音波測定装置２０は、生体情報モニタ１０から電力供給を受けて動作する装置で
あってもよく、内部電源を有する構成であってもよい。
【００２８】
　探触子２１は、被験者の生体に接触（または近接）して超音波を照射する。また探触子
２１は、反射した超音波（反射波）を受信する。探触子２１は、受信した超音波を制御部
２２に供給する。
【００２９】
　なお探触子２１の種類は、特に限定されない。すなわち探触子２１は、コンベックス型
、セクタ型、リニア型、この他の種類、のいずれであってもよい。また探触子２１の筐体
上に操作インターフェイス（つまみ、ボタン、操作用ホイール等）が設けられていてもよ
い。ユーザは、この操作インターフェイスを操作することによって探触子２１の設定等を
変更する。
【００３０】
　制御部２２は、探触子２１の各種設定や探触子２１が取得した受信信号の取り込み等を
行う。例えば制御部２２の処理は以下のようなものがある。
・探触子２１の超音波周波数の設定
・探触子２１のビームフォーミング設定
・探触子２１が受信した反射波を演算（反射エコー信号の整合加算）し、超音波受信ビー
ムを形成
・超音波受信ビームに対するモード信号処理、ＣＦ信号処理、ドプラ信号処理
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・スキャン処理による超音波画像の形成
・超音波受信ビーム（または超音波画像）を基にした血流量、呼吸数、心音、胎動、等の
測定値の算出
・超音波モードの切り替え処理（Ｂモード、Ｍモード、Ｄモード、等）
・探触子２１のエラー検出
・生体情報モニタ１０とのデータ送受信（超音波画像の送信も含む）
【００３１】
　制御部２２は、上述の処理により生成した超音波画像を生体情報モニタ１０に転送する
。なお制御部２２は、探触子２１が取得した反射波の信号をそのまま生体情報モニタ１０
に転送してもよい。この場合、制御部１４が当該反射波の信号を基にして超音波画像の生
成処理を行う。
【００３２】
　記憶部２３は、制御部２２が使用する各種のプログラム（システムソフトウェア、及び
各種のアプリケーションソフトウェアを含む）やデータ（超音波画像の履歴値や設定値等
を含む）を記憶する。制御部２２は、記憶部２３からのプログラムやデータの読み出しを
適宜行う。また制御部２２は、記憶部２３へのデータの書き込みを適宜行う。記憶部２３
は、超音波測定装置２０内に設けられた二次記憶装置であり、例えば超音波測定装置２０
内に設けられたハードディスクである。なお記憶部２３は、超音波測定装置２０内に内蔵
されている場合に限られず、超音波測定装置２０に着脱可能な構成（例えば超音波測定装
置２０に着脱可能なＵＳＢ（Universal Serial Bus）メモリ等）であってもよい。
【００３３】
　続いて生体情報モニタ１０の詳細な表示制御について説明する。制御部１４は、バイタ
ルサインの情報や超音波画像の表示制御を行う。詳細には制御部１４は、バイタルサイン
の情報を含む画面を表示部１６に表示する第１モードと、超音波画像の情報を含む画面を
表示部１６に表示する第２モードと、を切り替える。
【００３４】
　なお制御部１４は、操作部１３の操作に応じてその他のモード（第３モード、―第４モ
ード、等）で動作してもよい。例えば制御部１４は、設定ボタンの押下に応じて各種の設
定画面の表示を行う動作モードに移行してもよい。
【００３５】
　第１モードの画面は、バイタルサインの情報（例えば血圧、ＳｐＯ２、呼吸、体温、等
の測定値や波形）を表示する画面である。第１モードの画面には、バイタルサインの情報
に加えて各種の設定ボタン等が表示されていてもよい。第２モードの画面は、第１モード
の画面とは異なる画面であり、少なくとも超音波画像を表示する。
【００３６】
　以下、図３を参照して第１モードの画面と第２モードの画面の例を説明する。図３（Ａ
）は、第１モードの画面の一例を示す図である。図示するように当該画面（図３（Ａ））
には、各種のバイタルサイン（血圧、ＳｐＯ２、呼吸、体温、等）の測定値や波形が表示
されている。
【００３７】
　図３（Ｂ）は、第２モードの画面例を示す図である。図示するように当該画面（図３（
Ｂ））には、バイタルサインの測定値や波形に加えて、超音波測定装置２０の操作により
取得した超音波画像が表示されている。また図３（Ｃ）は、第２モードの別の画面例を示
す図である。図示するように当該画面（図３（Ｃ））には、超音波測定装置２０の操作に
より取得した超音波画像のみが表示されている。なお第２モードの画面（図３（Ｂ）や図
３（Ｃ））には、設定ボタン等が適宜表示されてもよい。すなわち第２モードの画面は、
超音波画像を含むものであって、第１モードの画面とは異なるものである。なおバイタル
サインの情報（測定値、波形）は常時参照できた方が好ましいため、第２モードのデフォ
ルトの表示画面は図３（Ｂ）のような表示形態であることが望ましい。
【００３８】
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　なお図３（Ｂ）の表示はあくまでも一例であり、いわゆるサイドキャビネットに超音波
画像を配置してもよい。また超音波画像を表示するウインドウのサイズをマウスカーソル
処理等によって変更できるようにしてもよい。
【００３９】
　制御部１４は、このように表示対象の異なる動作モード（第１モードと第２モード）を
所定のイベントが生じた場合（例えば後述の（Ａ）、（Ｂ））や所定の条件を満たした場
合（例えば後述の（Ｃ）、（Ｄ））に切り替える。以下、モード切り替えの詳細について
説明する。
【００４０】
　制御部１４が第１モードと第２モードを切り替えるタイミングの例は、以下のとおりで
ある。
（Ａ）操作インターフェイスからモード切り替えのための入力が生じた場合
（Ｂ）超音波測定装置２０と生体情報モニタ１０との着脱が生じた場合
（Ｃ）超音波測定装置２０からの超音波画像（または反射波の信号）の変化状態が所定の
状態となった場合
（Ｄ）バイタルサインが所定の悪化状態（アラーム状態、長時間にわたり悪化している、
等）となった場合、または悪化状態から回復した場合
【００４１】
　以下、上述の（Ａ）～（Ｄ）について説明する。
【００４２】
（Ａ）操作インターフェイスからモード切り替えのための入力が生じた場合
　ユーザが超音波測定装置２０の筐体上に設けられた各種の操作インターフェイス（例え
ばボタン、ツマミ、ダイヤル型入力部、等）を操作してモード切り替えを指示した場合、
超音波測定装置２０は切替信号を送信する。制御部１４は、超音波測定装置２０から切替
信号を受信した場合にモード切り替えを行う。詳細には制御部１４は、第１モードでの動
作時に切替信号を受信した場合には第２モードに切り替える。同様に制御部１４は、第２
モードでの動作時に切替信号を受信した場合には第１モードに切り替える。
【００４３】
　また制御部１４は、生体情報モニタ１０の操作部１３の操作によりモード切り替えが指
示された場合、モード切替処理を行う。操作部１３は、上述のように生体情報モニタ１０
の表示画面上に設けられたタッチパネル等であってもよく、生体情報モニタ１０の筐体上
に設けられたボタン、ツマミ、スイッチ等であってもよい。制御部１４は、第１モードで
の動作時に切替指示が生じた場合には第２モードに切り替える。同様に制御部１４は、第
２モードでの動作時に切替信号を受信した場合には第１モードに切り替える。
【００４４】
　なおモード切り替えを行うための操作インターフェイスは、超音波測定装置２０や生体
情報モニタ１０に着脱可能な装置であってもよい。また操作インターフェイスは、超音波
測定装置２０のプローブヘッドとコネクタ差込口との間に設けられていてもよい。
【００４５】
（Ｂ）超音波測定装置２０と生体情報モニタ１０との着脱が生じた場合
　制御部１４は、超音波測定装置２０が生体情報モニタ１０に接続された場合（例えば生
体情報モニタ１０のコネクタ口に差し込まれた場合）、第１モードから第２モードに切り
替える。すなわち制御部１４は、超音波測定装置２０が接続された場合に、超音波画像を
表示する動作モード（第２モード）に切り替える。
【００４６】
　一方、制御部１４は、超音波測定装置２０と生体情報モニタ１０との接続が終了した場
合（例えば生体情報モニタ１０のコネクタ口から引き抜かれた場合）、第２モードから第
１モードに切り替える。すなわち超音波測定装置２０が引き抜かれた場合に、制御部１４
はバイタルサインをメインに表示する第１モードに切り替える。
【００４７】
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　なお超音波測定装置２０の挿抜検知は、一般的な手法（例えばコネクタピンからの電圧
変化）等を用いて行えばよい。
【００４８】
（Ｃ）超音波測定装置２０からの超音波画像または反射波の信号の変化状態が所定の状態
となった場合
　上述のように超音波測定装置２０は、超音波画像または反射波の信号を生体情報モニタ
１０に送信する。以下の説明では、超音波測定装置２０が反射波の信号（以下、反射波信
号と記載する）を送信するものとする。
【００４９】
　例えば反射波信号の信号が大きく変化した場合（画素の変化率が所定閾値を超えた場合
）、反射波信号は被験者の生体内から反射した信号を示していると考えられる。そこで制
御部１４は、当該変化を検出した場合に第１モードから第２モードに切り替える。すなわ
ち制御部１４は、超音波画像を表示する動作モード（第２モード）に切り替える。
【００５０】
　一方、一定時間以上にわたり反射波信号が変化しない場合（反射波信号の変化量が所定
閾値を超えない場合）、反射波信号は被験者の生体内から反射した信号を取得できていな
いと想定される。そこで制御部１４は、反射波信号が一定時間以上変化しない場合には、
バイタルサインをメインに表示する第１モードに切り替える。
【００５１】
　なお反射波信号の解析は上述のように閾値との比較に限られず、信号の変化率等を用い
て行ってもよい。また上述の説明では超音波測定装置２０から反射波信号が送信されるも
のとしたが、超音波測定装置２０から超音波画像が送信される場合であっても制御部１４
は同様に処理を行うことができる。例えば制御部１４は、超音波画像の経時的な画素変化
を検出し、当該画素変化を基にモード切り替えを行えばよい。
【００５２】
（Ｄ）バイタルサインが所定の悪化状態（アラーム状態、長時間にわたり悪化している、
等）となった場合、または悪化状態から回復した場合
　上述のように生体情報モニタ１０はセンサ３０を介して各種のバイタルサインを取得し
ている。制御部１４は、バイタルサインの測定値が所定の悪化状態となった場合にモード
切り替えを行う。所定の悪化状態とは、バイタルサインのいずれかが異常値となった場合
（以下、アラーム状態と記載する）に加えて、あるバイタルサインが長時間にわたり悪化
している場合（例えば５分以上にわたり呼吸数が減少している）、複数のバイタルサイン
が異常値に近い値となっている場合、等を含む。
【００５３】
　例えば第２モードでの動作中にあるバイタルサインの測定値がアラーム状態となった場
合、制御部１４は第１モードに切り替えると共にアラームの鳴動制御等を行う。一方、当
該切り替えを行った後に当該バイタルサインの測定値が正常値となって一定時間が経過し
た場合、制御部１４は第１モードから第２モードへの切り替えを行う。
【００５４】
　以上が制御部１４によるモード切り替え処理の例である。なお、上述の（Ａ）～（Ｄ）
はあくまでも一例であり、上記以外のイベントを契機としてモード切り替えを行ってもよ
い。またユーザは、どのようなタイミングでモード切り替えを行うかを設定画面（図示せ
ず）から設定してもよい。例えばユーザは、上述の（Ａ）のみを有効とする（ユーザの手
動切り換えのみを有効とする）ことも可能である。またユーザは、モード切り替えが生じ
る新たなイベントや条件を定義してもよい（換言すると上記の（Ａ）～（Ｄ）以外のイベ
ントや条件を定義してもよい）。
【００５５】
　更にユーザが第１モードと第２モードの切り替えを抑止する設定を行うことができるよ
うにしてもよい。ユーザは、例えば生体情報モニタ１０の操作部１３から当該設定を行え
ばよい。このような第１モードと第２モードの切り替えを抑止する設定がされている場合
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、制御部１４は第１モードと第２モードの切り替えを行わないように制御する。モード切
り替えの抑止設定を行った場合、ユーザは現在参照している画面を見続けることができる
。例えばユーザがバイタルサインの悪化を認識しているものの病態悪化の原因を超音波画
像で確認したい場合、ユーザは超音波画像を表示する第２モードを参照し続けることがで
きる。
【００５６】
　なおモード切り替えが抑止されており、第２モードでの表示が継続している場合であっ
ても、制御部１４はスピーカ１５を介したアラームの鳴動制御を通常通り行ってもよい。
これによりユーザは、アラームの鳴動により被験者の異常を把握しながら超音波画像を参
照し続けることができる。
【００５７】
　続いて本実施の形態にかかる生体情報測定システム１の効果について説明する。生体情
報モニタ１０が超音波画像を扱う構成の場合、超音波画像は被験者の病態把握のために一
時的に参照されるケースが多い。一方、バイタルサインの情報（例えば、血圧、ＳｐＯ２
、体温、呼吸数等の測定値や波形）は、常時参照したいことが一般的である。このように
超音波画像とバイタルサインの情報は性質が異なるため、適切に画面を切り替えて表示す
ることが重要となる。
【００５８】
　上述の構成において制御部１４は、バイタルサインの情報を表示する第１モードと、超
音波画像を表示する第２モードと、を切り替える。すなわち表示部１６にはバイタルサイ
ンの情報が表示される画面と、超音波画像が表示される画面と、が切り替えられて表示さ
れる。ユーザは、両画面を参照することによりバイタルサインの情報と超音波画像の双方
を参照することができる。また表示切り替えが生じることにより、第１モードの表示画面
と第２モードの表示画面に情報を分散することができる。これにより１画面内に表示され
る情報が過多となる状態を回避することができる。
【００５９】
　制御部１４のモード切り替えは、例えば上述の（Ａ）～（Ｄ）の際に生じる。所定のイ
ベントが生じた場合や所定の条件を満たした場合（すなわち上述の（Ａ）～（Ｄ）の場合
）にモードが切り替わることにより、ユーザは適切なタイミングでバイタルサインの情報
や超音波画像を参照することができる。例えば操作インターフェイスの操作に応じてモー
ド切り替えを行う場合（上述の（Ａ））、ユーザの所望のタイミングで表示を切り替える
ことができる。これによりユーザは、必要とする情報に即座にアクセスすることができる
。
【００６０】
　また制御部１４は、超音波測定装置２０の着脱状態に応じてモード切り替えを行っても
よい（上述の（Ｂ））。これによりユーザは、超音波画像を取得できる状態になった直後
に超音波画像を参照することができる。またユーザは、超音波画像を取得できなくなった
直後にバイタルサインの情報のみを参照できる。
【００６１】
　制御部１４は、超音波測定装置２０からの受信信号（または超音波画像）に応じてモー
ドを切り替えてもよい（上述の（Ｃ））。これによりユーザは、有用な超音波画像が取得
できている場合にのみ超音波画像を参照することができる。すなわちユーザは、参照する
ことが有用な場合にのみ超音波画像を参照することができる。
【００６２】
　制御部１４は、バイタルサインの測定値の状態に応じてモードを切り替えてもよい（上
述の（Ｄ））。これによりバイタルサインの測定値が異常である場合（または異常となる
恐れがある場合）には、バイタルサインの情報が優先的に表示される。これによりユーザ
は、バイタルサインの悪化を正確に把握することができる。
【００６３】
＜実施の形態２＞
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　本実施の形態にかかる生体情報モニタ１０は、現在の動作モードに応じて一部の設定変
更処理を抑止することを特徴とする。本実施の形態にかかる生体情報測定システム１につ
いて実施の形態１と異なる点を以下に説明する。なお以下の説明において実施の形態１と
同様の名称及び符号を付した処理部は、特に言及しない限り実施の形態１と同様の処理を
行うものとする（実施の形態３についても同様である）。
【００６４】
　生体情報測定システム１の構成は図１と同様である。本実施の形態の制御部１４は、現
在の動作モード（第１モードまたは第２モード）に応じて、操作部１３等を介して行われ
た設定を禁止（抑止）する。以下、詳細例を説明する。
【００６５】
　第１モードに設定されている場合、制御部１４は超音波画像の取得に関する設定を抑止
する。当該設定は、例えば超音波の診断モード（Ｂモード、Ｍモード、Ｄモード）の変更
設定等である。
【００６６】
　第２モードに設定されている場合、制御部１４はバイタルサインの取得や表示に関する
設定を抑止する。当該設定は、各種のバイタルサイン（血圧、呼吸、体温、ＳｐＯ２）の
測定に関するものであり、例えば非観血血圧測定時の最高加圧値に関する設定等である。
【００６７】
　なお図４に示すように、制御部１４は禁止されている設定操作が行われた場合（第１モ
ード時に超音波に関する設定操作が行われた場合、または第２モード時にバイタルサイン
に関する設定操作が行われた場合）、当該設定が行えないことを示すメッセージを表示し
てもよい。ユーザは、当該メッセージを参照することによって禁止操作を行っていること
を把握することができる。
【００６８】
　続いて本実施の形態にかかる生体情報モニタ１０の効果について説明する。上述のよう
に第１モードに設定されている場合、超音波画像の取得に関する設定が抑止される。第１
モードに設定されている場合、ユーザは被験者のバイタルサインを参照したいことが想定
される。換言すると第１モードに設定されている場合には超音波について考慮していない
ことが大半であると想定される。この場合に超音波に関する設定を抑止することにより、
第２モードに切り替えた際に意図しない設定状態で生体情報モニタ１０が動作することを
回避できる。
【００６９】
　同様に第２モードに設定されている場合、バイタルサインの測定に関する設定が抑止さ
れる。第２モードに設定されている場合、ユーザは被験者に関する超音波画像を参照した
いことが想定される。換言すると第２モードに設定されている場合にはバイタルサインよ
りも超音波画像の把握に注意が向いていると想定される。この場合にバイタルサインに関
する設定を抑止することにより、バイタルサインの測定処理が意図しない設定内容で動作
することを回避できる。
【００７０】
＜実施の形態３＞
　本実施の形態にかかる生体情報モニタ１０は、超音波画像とバイタルサインの情報の双
方を表示する画面のレイアウトを所定条件下で変更することを特徴とする。本実施の形態
にかかる生体情報測定システム１について実施の形態１と異なる点を以下に説明する。
【００７１】
　本実施の形態にかかる生体情報測定システム１の構成は、実施の形態１（図２）と略同
一である。しかしながら制御部１４の表示制御が異なる。当該表示制御の詳細について説
明する。
【００７２】
　制御部１４は、超音波測定装置２０が生体情報モニタ１０に接続されている場合、超音
波画像とバイタルサインの情報（波形、測定値）が表示された画面を表示部１６に表示す
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る。図５は、当該画面の一例である。図示するように各種のバイタルサインが表示される
領域Ａ１と、超音波画像の表示される領域Ａ２と、が表示されている。
【００７３】
　なお制御部１４は、超音波測定装置２０が生体情報モニタ１０に接続されていない場合
、バイタルサインの情報を表示する領域Ａ１のみを表示することも勿論可能である。すな
わち表示部１６は、バイタルサインの情報と超音波画像の少なくとも一方を表示する。
【００７４】
　本実施の形態では制御部１４は、必ずしもモード切り替え（第１モード、第２モード）
を行わなくてもよい。本実施の形態では制御部１４は、所定イベントが生じた場合に表示
中の画面のレイアウトを変更する。レイアウト変更の契機となる所定イベントとは、例え
ば以下のとおりである。
【００７５】
（Ｅ）超音波画像の表示領域のサイズや位置の変更が生じた場合
（Ｆ）あるバイタルサインの測定値が異常値となった場合（バイタルサインが所定の悪化
状態となったこと）
【００７６】
　以下、上述の（Ｅ）及び（Ｆ）について説明する。
【００７７】
（Ｅ）超音波画像の表示領域のサイズや位置の変更が生じた場合
　ここでサイズ変更とは、超音波画像の非表示（すなわち縦サイズ＝０、横サイズ＝０）
から表示（縦サイズ＞０、横サイズ＞０）に変更された場合も含む。位置の変更とは、超
音波画像の表示位置（座標）の変化を示す。超音波画像の表示領域のサイズが変更された
場合、バイタルサインの情報の表示領域が変更されることを意味する。そこで制御部１４
は、超音波画像の表示サイズや表示位置に応じてレイアウトを変更する。レイアウト変更
は、例えば以下の変更ルールに従って行えばよい。
【００７８】
ルール１：各種のバイタルサインの測定値（数値）を測定波形に比べて優先表示するよう
にレイアウトを変更する
ルール２：予め設定された優先順位に応じてレイアウトを変更する
ルール３：所定の異常状態となっている（例えばアラームを鳴動すべき状態となっている
）バイタルサインを優先表示するようにレイアウトを変更する
【００７９】
　以下、上述のルール１～３について説明する。はじめにルール１について図６を参照し
ながら説明する。図６（Ａ）は、超音波測定装置２０の接続前の表示画面を示す図である
。図示するように各種のバイタルサイン（心拍数（ＨＲ）、血圧（ｓｙｓ／ｄｉａ）、Ｃ
ＶＰ、ＳｐＯ２、呼吸数（ＲＲ））の測定値ｍ１～ｍ５と測定波形ｍ６～ｍ１０が表示さ
れている。制御部１４は、一般的な生体情報モニタ１０において行われる表示制御を行う
ことにより当該表示画面を生成すればよい。
【００８０】
　図６（Ａ）の表示状態において超音波画像の表示サイズの変更指示（例えば超音波測定
装置２０の接続）が生じたとする。制御部１４は、これに応じて超音波画像を表示すると
共に、各種のバイタルサインの各々の測定値のみを表示するようにレイアウトを変更する
。図６（Ｂ）は、当該レイアウト変更後の表示画面例である。図示するように表示画面に
は、各種バイタルサインの測定値（ｍ１～ｍ５）に加えて超音波画像ｍ１１が表示されて
いる。
【００８１】
　なお制御部１４は、超音波画像ｍ１１のサイズに応じて、可能な限り測定波形も表示し
てもよい。図６（Ｃ）は、図５（Ｂ）の表示態様に加えて心電図波形ｍ６も合わせて表示
した例である。このように制御部１４は、超音波画像ｍ１１のサイズに応じてできる限り
多くの情報を表示できるようにレイアウト変更を行ってもよい。なお超音波画像ｍ１１の
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サイズは、デフォルトで大きさが決まっていてもよく、マウス操作等で適宜変更できるよ
うにしてもよい。
【００８２】
　続いて上述のルール２について説明する。ユーザは、予めバイタルサインの各々につい
て優先的に表示するか否かを定義しておく。優先表示の定義例を図７に示す。本例では、
各測定値に高い優先度（優先度＝１）が設定されており、次に呼吸波形に高い優先度（優
先度＝２）が設定されている。なお当該優先度はデフォルトで設定されていてもよい。ま
た全てのバイタルサインについて優先度を付与するのではなく、高い優先度を付与するバ
イタルサインを定義する形であってもよい。
【００８３】
　制御部１４は、この優先度と超音波画像のサイズを基にレイアウト変更を行う。図８（
Ａ）は、超音波測定装置２０の接続前の表示画面を示す図である。図示するように各種の
バイタルサインの測定値ｍ１～ｍ５と測定波形ｍ６～ｍ１０が表示されている。
【００８４】
　図８（Ａ）の表示状態において超音波画像ｍ１１の表示サイズの変更指示（例えば超音
波測定装置２０の接続）が生じたとする。制御部１４は、超音波画像のサイズ（例えばデ
フォルトのサイズ）を取得し、当該サイズを基にバイタルサインの表示領域サイズを算出
する。そして制御部１４は、当該表示領域サイズに優先順位の高い情報から順次挿入した
レイアウトを生成する。図８（Ｂ）は、図７の優先度を基に生成したレイアウト例である
。図示するように優先度が高い（優先度＝１）情報が表示されている。
【００８５】
　図８（Ｃ）は、図８（Ｂ）と比べて超音波画像ｍ１１の表示サイズが小さい場合のレイ
アウト例を示す図である。図示するように優先度が高い（優先度＝１）情報に加えて、次
に優先度が高い（優先度＝２）呼吸波形ｍ１０についても表示されている。
【００８６】
　続いて上述のルール３について説明する。制御部１４は、所定の異常状態（例えばアラ
ームを鳴動する状態）となっているバイタルサインの測定値や波形を優先的に表示する。
図９（Ａ）は、超音波測定装置２０の接続前の表示画面を示す図である。図示するように
各種バイタルサインの測定値ｍ１～ｍ５と測定波形ｍ６～ｍ１０が表示されている。
【００８７】
　図９（Ａ）の表示状態において超音波画像ｍ１１の表示サイズの変更指示（例えば超音
波測定装置２０の接続）が生じたとする。制御部１４は、超音波画像のサイズ（例えばデ
フォルトのサイズ）を取得し、当該サイズを基にバイタルサインの表示領域サイズを算出
する。制御部１４は、バイタルサインの表示領域に対してアラーム状態となっているバイ
タルサインを優先的に表示し、続いて正常値域の各測定値等を順次表示する。図９（Ｂ）
では、ＣＶＰ（中心静脈圧、Central Venous Pressure）が異常値（正常域が１０ｍｍＨ
ｇ以下に対して２１ｍｍＨｇ）となっているため、ＣＶＰの測定値ｍ３に加えて波形ｍ８
も表示されている。なお超音波画像の表示位置が変更された場合、制御部１４は異常状態
となっているバイタルサインの測定値や波形を見やすい位置（例えばディスプレイの中心
付近）に移動させるように制御してもよい。
【００８８】
（Ｆ）あるバイタルサインが異常値となった場合（バイタルサインが所定の悪化状態とな
った場合）
　続いて上述のレイアウト変更の契機となる第２のイベント例について説明する。制御部
１４は、超音波画像の表示中に各バイタルサインの測定値が異常値であるか否かを適宜判
定する。そして異常値となったバイタルサインを検出した場合、制御部１４は当該バイタ
ルサインの詳細情報を表示するようにレイアウトを変更する。
【００８９】
　以下、図１０を参照して具体例を説明する。図１０（Ａ）は、各バイタルサインの測定
値が正常な場合の表示画面である。当該表示画面には、各バイタルサインの測定値ｍ１～
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ｍ５及び超音波画像ｍ１１が表示されている。ここでＳｐＯ２の測定値が異常値（正常域
が９０％以上に対して７９％）となったとする。制御部１４は、この異常状態を検出し、
異常状態となったバイタルサインの詳細情報を表示するようにレイアウトを変更する。
【００９０】
　図１０（Ｂ）は、レイアウト変更後の表示画面例である。制御部１４は、超音波画像ｍ
１１の表示領域を狭め、空いたスペースにＳｐＯ２の測定波形ｍ９を表示するようにレイ
アウトを変更する。これによりユーザは、異常状態となったＳｐＯ２の詳細情報を参照す
ることができる。
【００９１】
　当該レイアウト変更はあくまでも一例であり、制御部１４は上記（Ｆ）のイベントが生
じた場合に上述のルール１～３相当のルールを用いてレイアウト変更を行ってもよい。
【００９２】
　上述の説明では制御部１４は、あるバイタルサインが異常値となったか否かによりレイ
アウトを変更していたが、異常値になっていなくても長期的に悪化している（例えば呼吸
数が徐々に減っている）等の状態を検出した場合にレイアウトを変更してもよい。すなわ
ち制御部１４は、バイタルサインが所定の悪化状態となった場合にレイアウトを変更すれ
ばよい。
【００９３】
　なおレイアウト変更の契機となるイベントは、上述の（Ｅ）や（Ｆ）に限られず、その
他のイベントを契機としてレイアウト変更を行ってもよい。
【００９４】
　また上述の例（図６～図１０）では、制御部１４が自動的にレイアウトを変更する例を
説明したが必ずしもこれに限られない。制御部１４は、レイアウト変更を行うべきイベン
ト（上述の（Ｅ）、（Ｆ）等）が生じた場合、画面上にレイアウト変更を行うか否かを確
認するメッセージ（「レイアウト変更を行いますか？」）と操作ボタンを表示し、当該操
作ボタンの入力結果に応じてレイアウト変更を行ってもよい。
【００９５】
　続いて本実施の形態にかかる生体情報モニタ１０の効果について説明する。本実施の形
態にかかる生体情報モニタ１０は、所定イベント（上述の（Ｅ）、（Ｆ）等）を検出した
場合、バイタルサインの情報と超音波画像の少なくとも一方が表示された画面のレイアウ
トを変更する（図６～図１０）。これにより生体情報モニタ１０は、被験者の状態やユー
ザの操作に応じた適切な画面を提供することができる。
【００９６】
　また制御部１４は、レイアウト変更を行うべきイベント（上述の（Ｅ）、（Ｆ）等）が
生じた場合に所定ルール（上述のルール１～ルール３）に従ってレイアウトを変更しても
よい。当該ルールを事前に設定することにより、生体情報モニタ１０はオペ室や被験者急
変時であっても適切な表示画面を即座に表示することができる。
【００９７】
　例えば上述のルール１（各バイタルサインの測定値（数値）を優先表示）を用いる場合
、生体情報モニタ１０は超音波画像と各バイタルサインの測定値を同時に表示することが
できる。これによりユーザは、被験者の現在の状態を把握しつつ超音波画像を参照するこ
とができる。
【００９８】
　また上述のルール２（予め設定された優先順位に応じてレイアウト変更）を用いる場合
、ユーザは超音波画像を参照しつつ優先的に参照したい情報を表示画面上から参照するこ
とができる。
【００９９】
　上述のルール３（異常となっているバイタルサインの優先表示）を用いる場合、ユーザ
は超音波画像と共に、特に注意して参照すべきバイタルサインを優先的に参照することが
できる。



(15) JP 6382174 B2 2018.8.29

10

20

30

【０１００】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発
明は既に述べた実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲におい
て種々の変更が可能であることはいうまでもない。
【０１０１】
　なお上述の制御部１４の処理の少なくとも一部は、生体情報モニタ１０内で動作するコ
ンピュータプログラムとして実現することができる。
【０１０２】
　ここでプログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体（non-transito
ry computer readable medium）を用いて格納され、コンピュータに供給することができ
る。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体（tangible
 storage medium）を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体（例
えばフレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ）、光磁気記録媒体（
例えば光磁気ディスク）、ＣＤ－ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－Ｒ／Ｗ
、半導体メモリ（例えば、マスクＲＯＭ、ＰＲＯＭ（Programmable ROM）、ＥＰＲＯＭ（
Erasable PROM）、フラッシュＲＯＭ、ＲＡＭ（random access memory））を含む。また
、プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体（transitory computer 
readable medium）によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコンピュータ可
読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体は
、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラムをコンピュ
ータに供給できる。
【符号の説明】
【０１０３】
１　生体情報測定システム
１０　生体情報モニタ
１１　入力インターフェイス
１２　通信部
１３　操作部
１４　制御部
１５　スピーカ
１６　表示部
１７　記憶部
２０　超音波測定装置
２１　探触子
２２　制御部
２３　記憶部
３０　センサ
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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